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第１編総規（八幡浜市人権尊重のまちづくり条例）

○八幡浜市人権尊重のまちづくワ条例

（柔禰嘗昼28塁）

（目的）

第１条この条例は、基本的人権を尊重し、法の下の平等を定める日本国憲法を基

本理念として、人権意識の高揚を図り、あらゆる差別をなくし、もって差別のな

い明るく住承よいまちづくりを実現することを目的とする。

（市の責務）

第２条’市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、市民

の人権意識の高揚を図るものとする。

（市民の責務）

第３条市民は、この条例を尊重し、自ら人権尊重の啓発に努めるとともに、人権

意識高揚のために市が実施する施策に協力するものとする。

２市民は、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

（施策等の推進）

第４条市は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図

い､るため、必要な施策を計画的に推進するものとする。

（啓発活動の充実）

第Ｓ条市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものと

する。

（調査等の実施）

第Ｓ条・市は、前２条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を実

施するものとする。

（推進体制）

第７条市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団

体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

（委任）

第８条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成17年３月28曰から施行する。
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